
岡山大学のミッション

高度な知の創成・創発・継承を通じた、 人類社会の持続可能な未来の実現

岡山地域は、日本初の庶民のための学校「閑谷学校」創建、備中 松山藩の財政再建・教育

改革など、社会課題に向き合ってきた歴史 と、人・物・文化が交わる要所として多様な交流

が育まれてきた地理的 特色を有しています。 岡山大学は、「研究大学」として、こうした

地域の歴史と特色を背景 に、多様な知と人材が集い新たな知を生み出す知の交差点となり、

高 度な知を生み出し 創成 、分野を越えて知を融合し発展させ 創発 、未来を担う人材を

育むことでその知を次世代へと受け継いでいきます 継承 。そして、学内から地域、世界へ

と広がる多様なステークホルダ ーと共に地球規模の課題解決に取り組むことで、持続可能な

未来の 実現に貢献します。



教育の基本的目標 

法務研究科は，「地域に奉仕し，地域に根差した法曹育成」を理念に掲げ，高度専門職業人たる法

曹にふさわしい倫理観や人権感覚に裏打された高度の体系的法知識と実践的法運用能力を身につけ

た法曹の育成を目標にしています。 
 

養成する人材像 

新たな課題を発見し,専門力を活用し社会を先駆ける高度専門職業人 

 

高度専門職業人たる法曹にふさわしい倫理観や人権感覚に裏打ちされた高度の体系的法知識と実

践的法運用能力を身につけた法曹として,以下に掲げることを実践できる人材を養成します。 

 

１．基本的法分野についての体系的法理論と専門的知識を習得し,具体的な紛争につき,問題を発見

し,事案を実践的に解決することができる人材（専門力・実践力） 

２．法曹にふさわしい倫理観や人権感覚を支える教養と深い洞察力を有効に活用し,人権の擁護,社

会正義の実現に寄与することができる人材（教養力・洞察力） 

３．新しい法分野・法的課題に対する探究力と多様な関係者と連携するコミュニケーション力を通じ,

地域の課題を発見し,その的確な解決を図り,地域に貢献することができる人材(探究力・コミュニ

ケーション力)   

 

以下,５つの力を持つ人材を養成します。 

【専門力】体系的法理論と専門的知識の習得 

【実践力】法律の実践的運用能力 

【探究力】新しい法分野・法的課題に対する探究力 

【教養力・洞察力】法曹にふさわしい倫理観や人権感覚を支える教養力・洞察力 

【コミュニケーション力】課題解決に向けて多様な関係者と連携できるコミュニケーション力 
 

卒業認定・学位授与の方針（ディグリー・ポリシー） 

法務研究科は,先に掲げた人材を養成するため,所定の期間在学し,以下に掲げる力を身につけ,所

定の単位を修得した学生に学位を授与します。 

 

修得できる力：専門力,実践力,探究力,教養力・洞察力,コミュニケーション力 

 

【専門力】体系的法理論と専門的知識の習得 

 基本的法分野についての体系的法理論と専門的知識に基づき解答を導くことができる。 

 

【実践力】法律の実践的運用能力 

 具体的な紛争につき,問題を発見し,事案を実践的に解決することができる。 

 

【探究力】新しい法分野・法的課題に対する探究力 

 未解決の課題を発見し,解決の道筋を探究することができる。 
 

【教養力・洞察力】法曹にふさわしい倫理観や人権感覚を支える教養力・洞察力 
 教養と深い洞察力を有効に活用し,人権の擁護,社会正義の実現に寄与することができる。 
 
【コミュニケーション力】課題解決に向けて多様な関係者と連携できるコミュニケーション力 

地域社会において生起する課題解決に向けて,多様な関係者と連携し,良好な関係を築くことがで
きる。 



 
 

Ⅰ 授業科目の履修方法 
１ 教育課程の編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー） 

卒業認定・学位授与の方針（ディグリー・ポリシー）で掲げた力を修得した人材を養成

するため，法務研究科として以下の方針及び考え方に基づき，教育課程を編成し，実践し

ます。 

 

教育の実施方針： 

持続可能社会の実践に向けて学生が主体的に学び続ける能力を育成する教育を実施しま

す。 

 

教育内容および方法，評価の考え方： 

主体的・対話的で深い学びの視点から，「何を教えたか」から学生が「何ができるように

なったか」を重視して，以下の教育内容および方法，評価を提供します。 

 

〇 カリキュラム編成 

卒業認定・学位授与の方針に示された５つの能力（専門力，実践力，探究力，教養力・

洞察力，コミュニケーション力）を養成するため，法律基本科目群，実務基礎科目群，

基礎法学・隣接法律科目群及び展開・先端科目群からなるカリキュラムを構成します。 

  法学未修者と法学既修者がともに無理なく体系的に学修できるよう段階的・螺旋的に

科目を配置します。さらに，地域に根差し，社会的弱者などに目を向けた人権感覚豊か

な法曹育成のため，展開・先端科目群に，医療・福祉系科目，法とビジネス系科目，地

域の企業，行政及び専門家と連携して授業を実施する科目を配置します。 

 

 未修 1 年次 

 ・入門科目により，多様な入学者が自ら学修計画を立てての主体的な学習に誘います。 

 ・法律基本科目群（基礎科目）の学修により，「専門力」の基礎を固めます。 

 ・基礎法学・隣接科目群の学修により，「教養力・洞察力」を養成します。 

 

 未修 2 年次及び既修 1年次 

・法律基本科目群（基幹科目）の学修により，「専門力」の深化と「探究力」を培います。 

 ・実務基礎科目群により，「実践力」，「コミュニケーション力」を獲得し，あわせて法曹 

倫理により，実践的な倫理観や社会正義観念を修得します。 

 ・基礎法学・隣接法律科目群により，引き続き「教養力・洞察力」を涵養します。 

 ・展開・先端科目群により，「探究力」，「コミュニケーション力」を磨きます。 

  

未修 3 年次及び既修 2 年次 

 ・法律基本科目群（基幹科目）により，「専門力」を完成させ，「探究力」を獲得します。 

 ・実務基礎科目群により，「実践力」，「コミュニケーション力」を完成させます。 
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 ・展開・先端科目群により，「探究力」，「コミュニケーション力」を獲得します。 

 

〇 主体的な学修計画 

  司法試験在学中受験希望者には，上記の段階的・体系的な学修過程に沿う形で，在学

中受験が可能となるカリキュラムを提供します。司法試験在学中受験の有無を含め，主

体的な学修計画が策定できるよう，多様な手段でガイダンスを行います。 

 

〇 能動的学習の充実 

  法の理論と実務の架橋を目指し，学生が専門知識を体系的に修得でき，実践的法運用

能力・総合的判断力・批判能力を涵養するため，きめこまかい少人数授業を実施します。

双方向型及び多方向型授業により，学生一人一人の主体的・能動的な学修の充実を図り

ます。予習及び復習事項を詳細に指示し，学生の理解度を随時確認し，授業後は質問対

応やレポート指導などのフォローを実施します。 

 

〇 成績評価の方法 

  これらの教育課程の編成及び実施の趣旨に照らし，法科大学院生が最低限修得すべき

内容を踏まえて，各科目における学修成果について，プロセス評価５０％，期末試験５

０％の評価比率による絶対評価を行い，７０点以上を合格として，厳格な成績評価を行

います。 

 

教育の質保証の考え方： 

教育の質を保証するため，FD 委員会を設け，成績評価結果の検証を含め，授業評価等，

教育内容及び方法の点検及び自己評価を行い，継続的な改善に取り組みます。 

 

正課外教育の考え方： 

学生が授業での学びを越えて自らの成長を実感できる正課外の機会を提供します。 

 

２ 学位 

「岡山大学大学院法務研究科」の修了者には，「法務博士（専門職）」の学位を授与する。 
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